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参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 

 

令和８年３月１７日 

分任支出負担行為担当官 

関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所長 塩谷 浩 

 

１．当該招請の主旨 

本業務は、利根川ダム統合管理事務所において日々の低水管理に活用している流況

予測システムについて予測精度を検証した上で、精度向上のためのモデル改良の検討

および構築を行うものである。 

本精度向上検討には、低水管理および流況解析について専門的知識を有する必要が

あることに加え、既存システム構築時の各種設定や与条件、これまでの解析手法や改

良内容について精通していることが必要不可欠である。 

これらのことから、本業務の遂行にあたっては、技術的要件等を兼ね備えている特

定の法人を契約の相手方とする契約手続を行う予定としているが、当該特定の法人以

外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目

的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

公募の結果、応募者がいない場合もしくは、３．の応募要件を満たすと認められる

者がいない場合にあっては、特定の法人との契約手続に移行する。 

なお、３．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定の法人

と当該応募者に対して簡易公募型プロポーザル方式による技術提案書の提出を要請す

る予定である。 

 

２．業務概要 

(1) 業 務 名  Ｒ８利根川上流域流況予測システム改良検討業務 

(2) 業務目的  本業務は利根川ダム統合管理事務所において日々の低水管理に活用し 

ている流況予測システムについて予測精度を検証した上で、精度向上 

のためのモデル改良の検討および構築を行うことを目的とする。 

(3) 業務内容  ①計画準備  一式 

②資料収集整理  一式 

③流況予測システムの精度検証  一式 

④流況予測モデルの改良  一式 

⑤流況予測システムの改良  一式 

⑥報告書作成  一式 

(4) 技術提案を求める特定テーマ 

本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。 
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  特定テーマ：残流域流出量特性を踏まえた流出予測精度の向上を図るための手法

について 

(5) 主たる部分 

設計業務等共通仕様書第１１２８条第１項に示すとおりとする。 

(6) 業務量の目安 

本業務の参考業務規模は１６００万円程度（税込み）を想定している。 

(7) 再委託の禁止 

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

(8) 成果品 

成果品は以下のとおりとする。 

・電子成果品 １式 

(9) 履行期間 

履行期間は、以下のとおり予定している。 

令和８年７月（上旬）～令和９年２月２５日 

(10) 電子入札システム 

本業務は、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。 

 

３．参加者に求める応募要件 

（1）参加意思確認書の提出者 

１）基本的要件 

ア）単体企業 

ａ）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第

７１条の規定に該当しない者であること。 

ｂ）関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和７．８年度

土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資

格の認定を受けていること。 

 （会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号

）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続

開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競

争（指名競争）入札参加資格の再認定を受けていること。） 

ｃ）関東地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止

を受けている期間中でないこと。 

ｄ）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準

ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該

状態が継続している者でないこと。 

ｅ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号

）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記 ｂ）の再

認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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イ）設計共同体 

上記 ア）に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体 

であって、「競争参加者の資格に関する公示」（令和８年３月１７日付け 

関東地方整備局長）に示すところにより、関東地方整備局長からＲ８利根 

川上流域流況予測システム改良検討業務に係る設計共同体としての競争参 

加者の資格の認定を受けているものであること。 

２）資本関係又は人間関係 

技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

（業務説明書（共通事項）参照） 

(2) 業務実績に関する要件 

同種又は類似業務の実績は以下のとおりとする。 

・同種業務：低水に関する検討を行った業務 

・類似業務：流況解析に関する検討を行った業務（同種業務を除く） 

実績として挙げた業務の業務成績評定が業務説明書（共通事項）に記載された業

務成績評定以上であること。 

(3) 配置予定技術者に関する要件 

 管理技術者については、以下の１）から４）に示す条件を満たす者であることと 

する。 

１） 以下のいずれかの資格を有する（公示日までに登録が完了している）者。 

ア）技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目） 

イ）技術士（建設部門） 

ウ）国土交通省登録技術者資格（公示日までに登録された資格）（施設分野：河川・ 

ダム－業務：計画） 

エ） ＲＣＣＭ（上記 ウ）を除く） 

オ）土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級）（上記 ウ）を除く） 

２）以下のいずれかの実績を有する者。 

ア） 同種又は類似業務は以下のとおりとする。 

・同種業務 低水に関する検討を行った業務 

・類似業務 流況解析に関する検討を行った業務（同種業務を除く） 

３）手持ち業務量は、業務説明書（共通事項）による。 

４）平均技術者評定点は、業務説明書（共通事項）による。 

 

４．手続等 

(1) 担当部局 

① 契約関係 

〒370-0841 

群馬県高崎市栄町６－４１ 

関東地方整備局高崎河川国道事務所 経理課契約係 

電話：027-345-6031（内線 228） 

電子メール：ktr-takasakitoiawase@gxb.mlit.go.jp 
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② 技術関係（特記仕様書等の照会先） 

〒371-0846 

群馬県前橋市元総社町５９３－１ 

関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所広域水管理課計画係 

電話： 027-251-2271 

電子メール： ktr-tonedamuryukyo@mlit.go.jp 

 

(2) 説明書の交付期間、場所及び方法 

① 説明書を上記(1)①の担当部局で交付する。 

交付期間は令和８年３月１７日から令和８年３月３０日までの土曜日、日曜日及

び休日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１項に

規定する行政機関の休日）を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分まで（最終日は

15 時まで）とする。郵送（着払い）による交付も行うので、上記(1)①に申し出る

こと。この場合において、送料は希望者の負担とする。 

② 電子データでの様式の交付を希望する場合は、予め上記(1)①に事前連絡を行う

こと。 

 

(3) 参加意思確認書の提出期限並びに提出場所及び方法 

提出期限：令和８年３月３０日（月）15 時 00 分 

提出場所：上記(1)①に同じ。 

提出方法：電子データにより提出すること。但し、持参又は郵送（書留郵便等の

配達の記録が残るものに限る）、託送又は電子メール（電子メールの

場合は着信確認を行うこと。ただし、押印省略をしない場合は、電子

メールによる提出はできないものとする。）（以下、郵送、託送又は

電子メールを「郵送等」という。）により担当部局へ提出のこと。詳

細は業務説明書による。 

 

５．その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約保証金 免除。 

(3) 契約書作成の要否 要。  

本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務で

ある。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方

式に代えるものとする。  

(4) 関連業務を随意契約する予定の有無  無 

(5) 関連情報を入手するための照会窓口  ４．(1)に同じ。 

(6) 当該応募者に対して簡易公募型プロポーザル方式による技術提案書の提出を要請

する際の提出予定期限 

令和８年５月１日（金）15 時 00 分 

 (7) 参加確認資格の認定 

mailto:ktr-tonedamuryukyo@mlit.go.jp
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３．（１）１）ア）ｂ）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けて

いない者も４．(３)により参加意思確認書を提出することができるが、その者が技

術提案書の提出者として選定された場合に、技術提案書を提出するためには、技術

提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 

     なお、３．（１）１）イ）に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないものは、技

術提案書の提出期限の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。ただ

し、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」（令和６年５月

９日付け国会公契第１号、国官技第４６号、国営管第４８号、国営計第１３号、国営整第１

４号、国港総第２７号、国港技第９号、国北予第２号）の７の設計共同体の構成員の一部

が指名停止を受けた場合の取扱いにおける申請期限の特例については、技術提案書の

提出期限の日とする 

(8) その他 詳細は業務説明書（共通事項）及び業務説明書（個別）による。 


